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城下町エリアの登録基準 

  

高槻市景観基本計画において定められた「歴史的な趣のある地区」として、城下町エリアの登録基

準を遵守した外観を有し、城下町らしい趣あるまちなみ景観に寄与するもの。なお、登録対象につい

ては、道路等公共の場所から望見することができ、登録基準の形態意匠における色彩に適合し、建築

物もしくは工作物における項目①～⑧のいずれか 1 つでも該当するものを対象とします。 

 

 

城下町エリアの登録基準一覧表 
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色彩（明度と彩度） 

 


